
第20号の３様式記載要領

１　この申告書は、前事業年度又は前連結事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８

号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限ります。）による改正前の法人税法第

15条の２第１項に規定する連結事業年度をいいます。）の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に

使用します。

２　この申告書は、事務所又は事業所（以下「事務所等」といいます。）所在地の市町村長に1通を提出してく

ださい。

３　※印の欄は記載しないでください。

４　「法人番号」の欄には、法人番号（13桁）を記載します。

５　金額の単位区分（けた）のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記載します。

６　法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあっては、「法人名」の

欄には法人課税信託の名称を併記します。

　７　「前期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第１項第４号の２ロ若しくはハ（政令第45条の４にお

いて準用する政令第６条の24第２号又は第３号に定める金額に限ります。）又は地方税法等の一部を改正

する法律（令和２年法律第５号）附則第１条第５号に掲げる規定による改正前の法（以下この記載要領に

おいて「令和２年旧法」といいます。）第292条第１項第４号の５ロ、ハ若しくはホ（地方税法施行令の一部

を改正する政令（令和２年政令第264号）による改正前の政令（以下この記載要領において「令和２年旧政

令」といいます。）第45条の５において準用する令和２年旧政令第６条の25第２号又は第３号に定める金

額に限ります。）に定める額を記載します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

８　「予定申告税額  ①×前事業年度又は前連結事業年度の月数　 ②」の欄は、当該事業年度開始の日から法

第321条の８第１項又は第２項に規定する６月経過日の前日までの期間の月数（暦に従い計算し、１月に満

たない端数を生じたときは、１月とします。）が６以外である場合には、分子の「６」を当該月数に読み替え

て計算した金額を記載します。

９　「通算親法人の事業年度の期間」の欄は、法人税法第２条第12号の７に規定する通算子法人が、当該事業年

度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人（同条第12号の６の７に規定する通算親法人をいいま

す。）の事業年度の期間を記載します。

10　「法第15条の４の徴収猶予を受けようとする税額」の欄は、法第15条の４第１項又は令和２年旧法第15

条の４第１項の規定の適用を受けようとする場合において、第１号様式による届出書に代えようとする法人

が記載します。


